
受検手数料の金額 

学 科 の み 受 検 の 場 合： 

実 技 の み 受 検 の 場 合：              

実技・学科とも受検の場合：               

注：受検手数料に加えて振込手数料も必要になります。振込手数料は金融機関ごとに異なります。 

 

 実技試験手数料 は次のフローチャートで確認して下さい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 25歳未満であっても出入国管理及び難民認定法 別表第一の上欄の在留資格をもって在留する方は除きま 

す。（例：留学、研修、技能実習、特定技能、建設就労、企業内転勤等） 

※２ 雇用保険被保険者とは雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 4 条第 1 項に規定する被保険者をいいます。 

※３ 県内の公共職業能力開発施設、高等学校、中等教育学校（後期課程に限る）等の生徒または学生。 

機械検査 2,900 円 2,900 円 10,100 円 6,100 円 6,100 円 15,100 円 

それ以外の 

職種(作業) 
3,200 円 3,200 円 12,200 円 9,200 円 9,200 円 18,200 円 

提出書類 
裏面 A を参照

してください。 

裏面 B を参照

してください。 

― 
裏面 A を参照

してください。 

裏面 B を参照

してください。 

― 

令和 4年 4月 1日時点で 25歳未満ですか？※１ 

(平成 9年 4月 2日以降に生まれた方ですか？) 

いいえ 

いいえ 

はい 

受検申請日において 

公共職業能力開発施設、高等学校、中等教育学校（後期課程に限る）等の生徒または学生ですか？ 

受検申請日において 

雇用保険被保険者ですか？※２ 

受検申請日において下記のいず

れかに該当しますか？ 

・県内在住 

・県内の事業所に勤務 

・県内の学校等の学生等※３ 

令和 4年 4月 1日時点で 25歳未満ですか？※１ 

(平成 9年 4月 2日以降に生まれた方ですか？) 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ はい 

受検申請日において下記

のいずれかに該当します

か？ 

・県内在住 

・県内事業所に勤務 

・県内学校等の学生等※３ 

いいえ 

受検申請日において 

雇用保険被保険者ですか？※２ 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

3級 

学科試験手数料 3,100円 

実 技 試 験 手 数 料 

学科試験手数料 3,100円 実 技 試 験 手 数 料 ＋ 



提出書類 

１  A の方 

  受検申請日において、雇用保険被保険者であることを証する書類が必要となります。次のいずれかの書類

を提出してください。 

  (1) 雇用保険被保険者であることが記載されている在職証明書（任意様式可） 

     別紙「在職証明書（例）」をご確認ください。 

  (2) 事業主が保管する雇用保険被保険者証のコピー 

  (3) ハローワークが発行する雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書 

  (4) 受検申請月の給与明細書のコピー 

（受検申請時において、当該月の給与明細書のコピーが提出できない場合は、書類の準備が整い次第、

追加で提出すること。） 

    （例）令和４年４月 10日に申請する場合、令和４年４月分の給与明細書の写しを提出 

     また、給与明細は申請者が雇用保険被保険者に該当することを確認するため、氏名および雇用保険料

以外の箇所は黒塗りで構いません。 

  注：雇用保険の被保険者かつ学生でもある場合は、上記に加えて学生であることを証する書類も提出して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  B の方 

   受検申請日において、減額対象者であることを証する書類が必要となります。下記のような書類となります。 

  (1) 県内在住の方 

     県内在住を証する書類（例：運転免許証コピー） 

  (2) 県内事業所に勤務 

    県内の事業所に勤務されていることを証する書類（例：健康保険証コピー、在職証明書） 

  (3)  県内の学校等の学生 

    県内の学校等の学生等であることを証する書類（例：学生証コピー、受講証明証コピー） 

    なお、本人確認書類として学生証等を貼付している場合は、追加で提出する必要はありません。 

雇用保険被保険者の確認書類は、できるだけ給与明細以外の書類でお願いします。 

技能検定受付期間締め切り日（４月 15日）までに、４月分の給与明細書を提出できない場合は、４月分の

給与明細書がお手元に届き次第、早急に提出いただく必要があります。 

なお、５月３１日までに、給与明細書を御提出いただけない場合は、減額の対象外となりますのでご注意

ください。期日までに提出いただいた場合でも、事務局確認の結果、減額対象外となる可能性があることを

ご承知願います。減額の対象外となった場合は、追加分の納付について、別途ご連絡させていただきます。 

 


